
野津田公園と邊 工 瑶の現在地での存焼・拡充を求める静願

講 腰 逮 旨

私たちは、野津田公園のパラ広場に咲く沢山のパラを長年、楽しんでまいりましたもその色彩、香りといい、

多くの品種や株数といい.周辺の緑の借景と見事にマンチしたバラ広場は、春秋三度、暮らしの中に定着した

市民の心の糧と言えるのではないでヒょう力ヽ 他市からも含め年間数万の来場を得ており、町田市の観光資源

の目轟9-つ としても、今後益々その活用が期待されています。

ところが、数年前から町田市はバラ広場の様々な移転祭を10回も打ち出し、そのほとんどの案を自ら撤回し

てきましたが、この春の「最新案」は、広場面窮鷲が、現在の約8000平カメートル(市ホームページ記戦)がら

2800平カメ‐トルヘの大幅な縮小となつていますとこれは市が「4000平方メ‐トルは稔保」とした自らの約

束にも反するもので丸 |

こうした中でのパフ広場の移転計町は、ア、ラと自然、すべてのパラ愛好者に対する、不透明で不適切なやり方

です。同公園の最近の運営協議会においても、パラ広場関係者はじめ、運営協議会座長や地元町内会などから不

安の声が出されていますと           
｀

rミラ広場移犠案のどれもが、ィミラや。バラ関係者・利用者お
Ⅲ
よび市民の意に添わず、観光重視の市の方針にも

とるのであれば、市は一旦立ち止まらて、パラ広場移議計画を抜本的に再検討し、現在地での存統 ‐拡充を図る

方向に施策を転換すへきではありません力、 そのたあに、市の英断と関係者、市民との十分な話し合いを求めた

いと思います。

驚 霞 事 項

野津田公四バラ広場の移種を上めて、現在地における存焼・拡充を国うてください。
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